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第6号議案

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務

の免除に関する条例を廃止する条例の制定について

上記の条例案を別紙のとおり提出する。

令和6年2月22日

春日市長 井 上 澄 和

提案理由

当初の制定目的を達成したことに伴い、職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づ

く債務の免除に関し必要な事項を定めた条例を廃止するものである。これが、この条

例案を提出する理由である。
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昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務

の免除に関する条例を廃止する条例

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関

する条例(平成元年条例第11号)は、廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責

任に基づく債務の免除に関する条例の規定により行われた職員の懲戒免除及び職員

の賠償責任に基づく債務の免除については、同条例の規定は、この条例の施行後も、

なおその効力を有する。


